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総論 

第１ 入学試験の概要 
１ 試験時期 

  2025 年 11 月 15 日（土） 
 
２ 募集人員（法学既修者） 

  約 165 名（このうち、法曹コース特別選抜枠の上限は概ね 110 名） 
 
３ 試験形式 

  ・論述式試験 
  ・公法系、民事系、刑事系の３系統から、各１題を出題 
  ・答案用紙は、例年、30文字×40行×２頁 
   ＊答案用紙にはマス目が存在する 
  ・例年、ポケット六法が配布 
 
４ 試験科目 

  ・公法系科目（憲法、行政法）、民事系科目（民法、商法、民事訴訟法）及び刑事
系科目（刑法、刑事訴訟法）から各１題（合計３題） 

  ・試験時間は各系統 70分 
 
第２ 科目別の傾向と対策 
１ 公法系 

  近年は、多数の小問からなる出題が続いていたが、2022年度入試のように憲法１
問、行政法１問からなる出題がなされる年もあり、出題形式は年度によって異な
る。 
  憲法については、人権分野のみならず、統治分野から出題される年度もある。近
年は統治分野からの出題が目立つので、統治分野についても主要部分は学習してお
くべきであろう。また、複数の人権との関係で生じる問題点の検討を求める問題も
出題されており、憲法全体にわたる横断的理解を有しておく必要がある。 
  行政法については、行政事件訴訟法からの出題が比較的多いが、裁量統制手法に
関する問題のように、行政法総論部分に関する問題も出題されている。さらには、
行政代執行法との関係も踏まえて論じることが必要となる問題や、地方自治法の規
定を踏まえて説明を求める問題も出題されており、その出題範囲は幅広い。行政事
件訴訟法分野に限ってみても、抗告訴訟のみならず、当事者訴訟からの出題もなさ
れているため、やはり全体を万遍なく学習しておくことが求められる。 
  憲法及び行政法のいずれについても、反論を想定させるような形式での出題もな
されているため、普段から多角的な視点をもって学習することが必要となる。ま
た、判例を踏まえさせる出題もされているため、基本判例や近時の裁判例について
は、統治分野も含めおさえておくべきであろう。なお、2022年度入試においては、
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近年の重判記載判例から出題がなされており、直近数年分の重判には目を通してお
くことが望ましい。 
 
２ 民事系 

  民法は毎年何らかの形では出題されているのに対し、商法や民事訴訟法について
は、年度によっては出題がない場合もある。近年は、民法、商法、民事訴訟法の
各々の分野から万遍なく出題がなされる傾向にある。 
  民法は、様々な分野から出題がなされており、やはり全体について万遍なく学習
しておく必要がある。もっとも、細かい内容が問われるということはなく、民法の
基本的な知識と思考方法を身に付けていれば、いずれも十分に対応可能な問題であ
る。 
  商法に関しては、主に会社法から出題されているが、過去には手形法から出題さ
れた年もあった。そのため、会社法にのみ傾倒した学習をするべきではなく、なる
べく手形法や商法総則商行為を含めて万遍なく全体を学習するべきである。もっと
も、細かい事項は問われないので、基本事項を中心に学習しておけば十分である。 
  民事訴訟法は、複雑訴訟を含む民事訴訟法全体から出題がなされているが、いず
れも基本事項からの出題であるので、主要な分野を中心に理解を深めておけば十分
であろう。 
  民事系においては、契約条項の解釈が絡むような出題や、一般の受験生は知らな
いような判例をもとに出題がなされることもあり、現場思考をさせる姿勢が大きく
現れている。そのため、全体にわたる基本的な法理論は確実におさえつつも、暗記
にのみ頼るような勉強ではなく、原則論を踏まえつつ、条文の趣旨に遡って考える
力などを意識して、考える勉強を普段から心がける必要がある。 
 
３ 刑事系 

  例年、設問１が刑法、設問２が刑事訴訟法からの出題である。 
  刑法については、基本的な事例問題からの出題であることが多いが、最高裁判例
の射程を問うような問題も出題されており、年によっては発展的な出題もなされて
いる。もっとも、各罪の構成要件を丁寧に検討していけば、合格水準を十分に超え
ることができるので、まずは各要件を丁寧に検討することを心がけるべきである。 
  刑事訴訟法については、捜査法からの出題が比較的多いが、証拠法からの出題も
なされている。当てはめ要素まで問題文に十分に記載されていることが多いので、
基本的な法理論を踏まえた上で、問題文中から法的に意味のある事実を適切に抽出
し、評価を加えつつ当てはめていくことが重要となる。 
  刑事系については、基本事項を正面から問う問題が多いので、判例を踏まえた法
理論をもとに、具体的事実に即して論じていく力を身に付ければ、十分に対応する
ことができる。ただし、他系統に比べて論じる内容が多くなる傾向にあるので、抽
象論についてはコンパクトにとどめるように意識することが必要である。 

 

４ その他 

  科目ごとの試験ではなく、系統ごとの試験であることから、条文を摘示する際に
は、法名を記載する必要がある。もっとも、東京大学の入学試験の答案用紙につい
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てはマス目があることから、法名を一々記載しているとスペース不足となるおそれ
がある。そのため、設問の見出し部分で、「以下○○法について法名省略」などと記
載することで、以降の法名をなるべく省略していくのが良いであろう。 
  また、むやみに見出しを付けたり改行したりすることは控えた方が良い。 
  なお、スペース不足に陥った場合には、最悪マス目を無視した論述をしても合否
には影響ないであろうが、それでもやはりマス目の無視は最後の手段にとどめるべ
きであろう。 
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2024 年度刑事系・解答例 

 

１ 設問１ 
⑴ 警察官になりすましてＡに嘘の電話をしたⅩの行為について、
詐欺未遂罪（刑法２５０条・２４６条１項）が成立しないか。 

  Ⅹは、Ａに気付かれないように封筒をすり替えてキャッシュカ
ードを持ち去るつもりで嘘の電話をしている。かかる行為であっ
ても「人を欺いて」といえ、詐欺罪の実行行為たり得るか。 

 ア 詐欺罪は、相手方を欺罔して錯誤に陥らせ、その意思に基づ
き財物ないし利益を移転させる犯罪類型であるから、欺罔行為
は処分意思に向けられていることを要する。ただし、相手方が
財物・利益の内容を正確に認識していなくとも、その移転の事
実が瑕疵ある意思に基づいていれば、詐欺罪の成立には十分で
あるから、財物ないし財産上の利益が移転するという外形的な
状況の認識があれば、処分意思が認められると解する。 

 イ 本件では、封筒のすり替えの発覚を防止すべく、Ａのキャッ
シュカードをそのままＡに返還したとの認識をＡに抱かせるこ
とを目的として、ＸはＡに対して虚偽の電話をしている。そう
だとすれば、Ａとしては、Ｘに何らかの財物を交付することを
想定していないのであるから、何らかの財物の移転という外形
的な状況の認識すら有しないことになる。 

 ウ したがって、Ａが処分意思を有することはなく、それゆえ処
分意思に向けられた欺罔行為も存在しないから、「人を欺い
て」とはいえない。よって、上記行為は詐欺罪の実行行為たり
得ず、詐欺未遂罪は成立しない。 

⑵ もっとも、上記行為に窃盗未遂罪（同２４３条・２３５条）が
成立しないか。 

 ア 「窃取」行為に「着手」（４３条本文）したといえるか。 
   未遂犯の処罰根拠は、法益侵害の現実的危険性を有する点に

あるから、かかる危険性が惹起された時点で実行の着手を認め
ることができると解する。そこで、「実行に着手」したかどう
かは、実行行為との密接性及び客観的危険性が認められる行為
への着手が認められるかにより判断すべきである。 

   本件では、警察官を装ってＡに事前に嘘の電話をして金融庁
の職員を装ったＸに対してキャッシュカードを提示するよう求
め、Ａが目を離したすきにすり替えるという窃取行為を行うこ
とが計画されている。そして、ＸがＡに対し、嘘の事実を告げ
てキャッシュカードを用意することを求めた上、金融庁の職員
がＡの家に向かっている旨の計画どおりの電話をしていること
から、かかる窃取行為との密接性が認められるといえる。 

   また、Ｘの電話により、錯誤に陥ったＡが金融庁職員を装う
Ｘの指示に従う可能性が高まり、キャッシュカードをＸに提示
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してこれがＸによりすり替えられる危険性が高まったといえる
から、客観的危険性がある行為であるともいえる。 

   よって、窃盗罪への実行の着手が認められ、上記行為に窃盗
未遂罪が成立する。 

 イ そうだとしても、それ以上の犯行計画に至らなかったため、
中止犯（同４３条ただし書）の成立が認められないか。 

   中止犯の成立による刑の減免の根拠は、行為者に対する非難
可能性の減少にあると解する。そうだとすれば、自発的に中止
したのであれば非難可能性の減少は認められ、外部的事情が、
行為者に対しある程度必然的に中止を決意させたような場合で
ない限り、「自己の意思により」といえると解する。 

   本件では、警察官の職務質問により計画遂行に至らなかった
ところ、そのような中で犯行を行えば犯行が発覚してしまう。
そうだとすれば、Ｘに対してある程度必然的に中止を決意させ
るような外部的事情があるといえ、「自己の意思」による中止
とはいえない。 

   よって、中止犯は成立せず、刑の減免は受けられない。 
２ 設問２ 
 差し押さえるべき物については、特定されており問題はない。も
っとも、捜索差押許可状の「同室内に在所する者の身体及びその所
持品」という捜索場所の記載は、「場所」（刑事訴訟法２１９条１
項）の特定を欠き違法ではないか。 
⑴ そもそも、憲法３５条を受けた刑事訴訟法２１９条１項が場所
の特定を要求する趣旨は、捜査機関の権限の範囲を明確にし、被
処分者に受忍の範囲を明示することで一般的探索的捜索差押えを
防止するとともに、裁判官に当該場所を捜索すべき「正当な理
由」の判断を可能ならしめる点にある。それにもかかわらず、捜
索対象が特定していないと、「正当な理由」すなわち差押対象物
が存在する蓋然性の判断をなし得ない。 
  そうだとすれば、その場所にいるすべての者が差押対象物を所
持している蓋然性が認められるような例外的場合でない限り、そ
の場に在所する者の身体及び所持品を捜索場所とする捜索差押令
状は、「場所」の特定性を欠き２１９条１項に反すると解する。 
⑵ 本件では、マンションの一室を拠点としてＸが所属する犯罪グ
ループが組織的に活動していると疑われるのであって、そのよう
な場所に無関係なものがいるとは考え難い。そうだとすれば、３
０１号室にいるすべての者が差押対象物を所持している蓋然性が
認められるといえる。 
  よって、「場所」の特定性に欠けず、上記記載も適法である。 
⑶ 以上より、上記記載の捜索差押許可状も発付できる。 以 上 
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2024 年度民事系・解答例 

 

１ 設問１ 
 Ｃは、Ａから、ＡのＢに対する売掛金債権を譲り受けているた
め、Ｂに対してその支払請求をすることができるとも思える。 
⑴ これに対し、Ｂは、売掛金債権の譲渡については、譲受人のＣ
からの通知があるにすぎず、「譲渡人が債務者に通知をし」（民法
４６７条１項）たといえないから、債権譲渡をＢに対抗できない
と反論することが考えられる。もっとも、「法人」ＡがＣに対し
て売掛金債権を譲渡し、これにつき債権譲渡登記（動産及び債権
の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律４条１項）
がなされている上、譲受人Ｃが登記事項証明書を交付して債務者
Ｂに通知しているから、同２項により、Ｂに対しても債権譲渡を
対抗できる。したがって、Ｂの上記反論は認められない。 

⑵ そうだとしても、Ｂとしては、ＡＢ間の契約においては債権を
第三者に譲渡することができない旨定めるという「譲渡制限の意
思表示」（４６６条２項）があるから、同３項に基づきＣに対す
る履行を拒絶できるとの反論をすることが考えられる。 

  そして、かかる譲渡禁止特約の存在は、当該業界の契約にはよ
くみられるため、その調査確認義務を怠ったＣには少なくとも
「重大な過失」がある。そのため、Ｂは、Ｃに対する債務の履行
を拒むことができる。ただし、ＣがＢに対してＡへの履行を催告
したにもかかわらず、相当期間内にＢによる履行がない場合に
は、ＢはＣの請求を拒むことができない（同４項）。 

２ 設問２ 
⑴ 前訴において、本件売掛金債権１０００万円のうち２００万円
の支払を求める明示的一部請求につき請求を全部棄却する判決が
確定しているため、Ｃによる後訴は、前訴確定判決の既判力（民
事訴訟法１１４条１項）に抵触し許されないのではないか。 

  既判力は「主文に包含するもの」（同項）、すなわち訴訟物たる
権利関係の存否についての判断について生じるところ、明示の一
部請求がされた場合には、明示された一部と残部とは別個独立の
訴訟物となる。そのため、一部請求訴訟の確定判決の既判力は、
残部請求には及ばない。よって、後訴の残部請求は前訴判決の既
判力には抵触しない。 

⑵ そうだとしても、残部請求と発生原因を一にする本件売掛金債
権について、前訴において全部棄却判決が下されている。 

 ア 一部請求を全部又は一部棄却する旨の判決は、債権の全部に
ついて行われた審理結果に基づき、後に残部として請求し得る
部分が存在しないとの判断を示すものといえる。そうだとすれ
ば、残部の訴求をすることは、実質的には前訴で認められなか
った請求及び主張の蒸返しであって、当該債権の全部につき紛
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争が解決されたとの被告の合理的期待に反し、二重の応訴負担
を強いるものである。そこで、かかる残部請求は、特段の事情
がない限り、信義則（２条）に反して許されないと解する。 

 イ 本件では、Ｃによる残部請求は、前訴の蒸返しとは認められ
ない特段の事情はない以上、信義則に反し許されない。 

⑶ よって、Ｃによる後訴は不適法却下されるべきである。 
３ 設問３ 
 Ｅは、会社法２１０条に基づき本件新株発行の差止請求をする。 
⑴ Ａ株式の市場価格は取締役会決議直前２か月は４００円前後で
推移していたにもかかわらず、１株２５０円で行う旨の本件新株
発行は取締役会決議により決定されているに過ぎない。そのた
め、本件新株発行が「特に有利な金額」による発行に当たり、株
主総会特別決議を経ていない違法があるとして、１９９条３項・
３０９条２項５号違反の法令違反の差止事由が存在しないか。 
 ア １９９条３項の趣旨は、既存株主の経済的利益の保護を図る
点にあるから、「特に有利な金額」とは、時価を基準とした公
正価額より特に低い発行価額をいうと解する。 

   そして、公正価額といえるためには、企業の客観的価値を反
映しているといえることを要し、その価額が原則として発行価
額決定直前の株価に近接していることが必要と解する。ただ
し、買占めにより発行会社やその関係者に高値で買い取らせる
ことなどを狙ったような場合や異常な投機による一時的なもの
である場合には、企業の客観的価値を反映しておらず、高騰し
た株価を発行価額算定の基礎から排除すべきであり、適当な期
間内の平均価額を基準に発行価額を算定すべきである。 

 イ 本件では、Ａの業績悪化に伴い株価が２００円前後まで低迷
していたものの、Ｄの支援を受けることが公表されたことで高
騰したという事情がある。そして、ＤがＡを支援するために継
続的に株式を保有すると考えられることや、異常な投機による
一時的なものであるとの事情もない。そうだとすれば、発行価
額決定直前の株価である４００円を基準に発行価額を決定すべ
きであり、その６割程度にしか満たない２５０円での本件新株
発行は「特に有利な金額」によるものといえる。 

 ウ よって、株主総会特別決議を経ていない点で１９９条３項違
反の法令違反の差止事由がある。 

⑵ また、１株２５０円という廉価で新株が発行されると、既存株
主の保有する株価が下落することになるため、「株主が不利益を
受けるおそれがある」（２１０条柱書）といえる。 

⑶ よって、Ｅによる本件新株発行の差止めは認められる。 
以 上 
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2024 年度公法系・解答例 

 

第１ 設問１ 
１ 本件処分はⅩの申請を不許可とする処分であり、処分理由を示
す必要がある（行政手続法８条１項本文）。ところが、本件処分
の通知書には、製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当
であると認められる旨の記載をするにもかかわらず、不適当性の
根拠となる「たばこ事業法施行規則に基づき財務大臣が定める事
項」（以下、本件定めという）の適用につき何ら記載がない。そ
のため、理由付記が不十分として同項違反とならないか。 

⑴ 理由付記制度の趣旨は、行政の恣意抑止と不服申立ての便宜を
図る点にある。かかる趣旨からすれば、いかなる事実関係に基づ
き、いかなる法規を適用して処分がなされたかを記載から了知し
得る程度でなければ、理由として不十分と解する。 

⑵ たばこ事業法施行規則２０条２号の「財務大臣が定める距離」
を定める本件定めも本件処分の根拠となる適用法令をなすにもか
かわらず、本件処分の通知書には、本件定めの適用について記載
されていない。したがって、理由付記につき行政手続法８条１項
違反の違法がある。 

２ そうだとしても、これを違法事由として取り消しても、再度手
続を適切に踏めば、再処分されるとも思えるため、手続の違法は
取消事由たる違法とならないのではないか。 

  そもそも、行政手続が法定されているのは、行政の公平と透明
性を確保し、違法な処分が下されることを防止することで国民の
権利利益を保護する点にある。それにもかかわらず、手続的瑕疵
が実体に影響しないのでは手続法条の規制担保手段が存しないこ
ととなり、手続を法定した趣旨が没却される。また、行政事件訴
訟法３３条３項は手続の違法を理由に処分が取り消され得ること
を前提としている。もっとも、軽微な手続的瑕疵がある場合にまで
常に取消事由を構成すると解することは妥当でない。そこで、重
要な手続につき違法がある場合には、取消事由となると解する。 

  そして、理由提示の趣旨は、行政庁の恣意を抑制して判断の公
正を担保するとともに、処分の相手方の争訟の便宜を図る点にあ
る。かかる理由提示に瑕疵がある場合には、行政庁の恣意が介在
しているおそれがあるし、処分の相手方の不服申立ての機会が実
質的に阻害されることとなるから、行政の公正を確保し、国民の権
利・自由を保護するという行政手続法の目的が達し得なくなる。
そうすると、理由提示は行政手続法上の制度の根幹に関わる重要
な手続といえる。よって、これにつき違法があるといえる以上、
取消事由たる違法を構成し、本件処分を取り消すことができる。 

第２ 設問２ 
 たばこ事業法（以下、法という）２３条３号及びその委任を受けた
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同法施行規則（以下、規則という）２０条２号が、憲法２２条１項
に反し違憲無効ゆえ、これらに基づく本件処分も違法ではないか。 
１ 自らの望む場所で製造たばこの小売販売を行う自由は、いかな
る形で自ら選択した職業を遂行するかにかかわるものであり、営
業の自由としての性質を有する。そして、職業は、各人が自己の
持つ個性を全うすべき活動であり個人の人格的価値と密接不可分
の関係にあるから、選択した職業を遂行できなければならない。
そのため、営業の自由も憲法２２条１項で保障され、製造たばこ
の小売販売を行う自由も同条項で保障される。 
２ そして、法２３条３号及びその委任を受けた規則２０条２号
は、最寄りの小売販売業者の営業所との距離が近接する場合には
不許可とし得る旨を定めており、上記自由に対する制約もある。 
３⑴ 職業は、その性質上社会的相互関連性が大きく規制の要請が
強いものであり、かつ、職業は多種多様で、それに対する規制も
様々であるから、一律には論じ得ず、規制の目的、必要性、内
容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の
程度を検討し、比較衡量の上で決すべきである。そして、かかる
比較衡量は第一次的には政治部門である立法府の裁量にゆだねら
れるというべきである。 
  そして、法は、たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調
整を行うことにより、たばこ産業の健全な発展を図り、もって財
政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目
的としており（法１条）、たばこ事業を営む者の利益にも配慮し
ていること、たばこ税の賦課徴収方法については別途たばこ税法
で規定していることからすれば、法は、既存の製造たばこの小売
販売業者保護の目的をも有するといえる。かかる積極目的規制の
場合には、社会政策的判断を余儀なくされるため、特に政治部門
の裁量を尊重する必要がある。他方、適正配置規制という自己の
力では如何ともし難い規制であることからすれば、その裁量の幅
は限定されるというべきであり、明白性まで要求すべきではな
い。そこで、規制が著しく不合理である場合に、適正配置規制は
違憲となると解する。 
⑵ たばこ税が国税の貴重な収入源であることは否めず、財政収入
の安定的確保の目的には正当性が認められる。また、店舗の乱立
により競争の激化、経営の不安定、製造たばこの小売販売業者の
共倒れという因果の流れは観念上は想定できるし、適正配置規制
違反の場合も許可しないことが「できる」（法２３条柱書）にと
どまり、一律不許可とするものではないから過剰な規制ともいい
難い。そのため、規制が著しく不合理であるともいえない。 

⑶ よって、上記規制は憲法２２条１項に反しない。    以 上 
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